
医療費のしくみ 

 

① 医療保険の種類 

 

種    類 対       象 自 己 負 担 

後期高齢者医療制度 75歳以上（65歳以上の障害者） 
1割（現役並所得者 3割） 

(70歳～74歳の障害者 2割) 

健 康

保 険 

企業の健康保険 大企業の健康保険組合の加入者  

年 齢 
一般低

所得者 

現役並

所得者 

70～74 2割 3割 

6～69 3割 

～5 3割 
 

協会けんぽ 
中小企業が加盟する全国保険協会

管掌保険の加入者 

国民健康保険 
農林漁業・自営業・会社を退職し

た人・その家族（市町村が運営） 

共済組合健保 公務員等 

 

● 医療保険の中の制度 ・入院時食事療養費～医療費とは別に自己負担は 1食 460円、 

                    市町村民税非課税の場合 1食 160円(減 

額の手続きが必要) 

             ・高額療養費～医療費の自己負担額がひと月で上限を超えた場

合超えた金額が申請により償還される 

● 後期高齢者医療制度のポイント 

 ・後期高齢者が一人ひとり保険料を支払う（被扶養者も被保険者になる） 

 ・診療報酬がかわる 

 

② 透析の医療費 

● 透析治療の助成制度 

 

助 成 制 度 対  象 自己負担額(1ヶ月) 手 続 き 

(1)長期高額（特定疾病） 
人工透析・血

友病・エイズ 

1万円（70歳未満上位所

得者 2万円） 

加入している医

療保険の保険者 

(2)自立支援医療 

自立支援医

療指定医療

機関での透

析 

(1)と併用 

ⅰ 2,500円 

ⅱ 5,000円 

神戸市 800円・1,200円 

市町の障害者福

祉係（身障者手

帳が必要） 

(3)重度障害者医療費助成 

身障者手帳

1,2 級（一部

3,4級） 

(1)と併用 

ⅰ800円 ⅱ1,200円 

自治体によって異なる 

市町の障害者福

祉係（身障者手

帳が必要） 



 ● 自立支援医療制度による自己負担額詳細 

 

 市町村民税非課税世帯 市町村民税（所得割）が 

生活保護

世帯 

世帯収入 

80万円以下 

世帯収入 80

万円超 

3万 3千

円未満 

23万 5千円

未満 

23万 5千円以上 

高額治療 

継続者 

左記 

以外 

 

通院 

入院 

負担 

なし 

医療費の 1

割または 

月額 2,500

円 

医療費の 1

割または 

月額 5,000

円 

医療費の 1割 医療費の 1割 

または 

月額 20,000

円 

対象外 
高額治療継続者 

月  額

5,000円 

月 額 

10,000円 

      

 

通院 
負担 

なし 

1 医療機関

あたり 1 日

400円（月 2

回/800円） 

1医療機関あたり 1日 600円 

(月 2回/1,200円) 
同左 対象外 

入院 
負担 

なし 

1 医療機関

月額 1,600

円 

1医療機関 月額 2,400円 同左 

対象外 

神戸市での受給期間中の連続した 

4ヶ月目から負担なし 
同左 

 

● 重度障害者医療費助成制度による自己負担額（兵庫県の場合） 

 

 市町村民税非課税世帯 市町村民税（所得割）が 

生活保護

世帯 

世帯収入 

80万円以下 

世帯収入 80

万円超 
23万 5千円未満 23万 5千円以上 

通院 
負担 

なし 

1 医療機関

あたり 1 日

400円（月 2

回/800円） 

1医療機関あたり 1日 600円 

(月 2回/1,200円) 
対象外 

入院 
負担 

なし 

1 医療機関

月額 1,600

円 

1医療機関 月額 2,400円 

対象外 

4ヶ月目から負担なし 

 

＊ 自己負担額は県内でも市町村によって異なる場合があります。 

国 

制 

度 

神 

戸 

市 



③ 透析患者の具体例 

● 透析患者は 65歳になると 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ● 透析治療の場合 

医 療 保 険 医 療 費 補 助 制 度 自己負担 院 外 薬 局 

健康保険 

後期高齢者医療制度 

長
期
高
額
療
養
費 

重度障害者医療費助成制度 

（所得割税額 23 万 5 千円以

上は対象外、1医療機関ごと） 

1,200円 
1回 600円 

月上限 1,200円 

自立支援医療 

（指定医療施設での透析治

療にのみ適用） 

2,500円 

5,000円 

10,000円 

20,000円 

0円 

神戸市の場合 

自立支援医療（所得制限無し） 
1,200円 

1回 600円 

月上限 1,200円 

 

 ● 透析以外の治療の場合 

医 療 保 険 医 療 費 補 助 制 度 自己負担 院外薬局 

健康保険 

後期高齢者医療制度 

重度障害者医療費助成制度 

（所得割税額 23 万 5 千円以

上は対象外、1医療機関ごと） 

1,200円 

1回 600円 

月上限 

1,200円 

重度障害者医療費助成制度

対象外（所得割税額 23 万 5

千円以上） 

ⅰ70 歳未満 3割負担 

ⅱ70歳以上 2割負担 

ⅲ後期高齢者医療制度 

1割負担、現役並 3割負担 

同左 

 

① 今までの保険利用 69歳までは負担額はいままでと同じ 

70～74歳 窓口で 1万円負担 

     後日、役所に手続きし 

     8,800円が戻る（償還払い） 

② 後期高齢者医療制度を利用 

ⅰ今まで夫婦で国保に加入 主人が後期高齢者医療制度利用で保険料を払う 

奥様は国保になり、別に保険料を払う 

ⅱ子供の保険の扶養家族の人が後期高齢者医療制度利用で保険料を払う 


